
小児慢性特定疾患
見舞金の支給
　市では、小児慢性特定疾患の療養者、またはその保護
者の精神的、経済的負担を軽減するため、見舞金を支給
しています。
■対象　千葉県から小児慢性特定疾患医療受給券の交付
を受けている人
■見舞金　月額2,500円
※支給月は7月、11月、3月の年3回
■申請に必要なもの　小児慢性特定疾患医療受給券、保
護者の振込口座、印鑑
引き続き見舞金を受け取るために療養状況報告書の提出を
　現在、見舞金を受けている人は、10月分以降の見舞
金を受け取るために特定疾患療養状況報告書の提出が必
要です。
■提出書類
◇特定疾患療養状況報告書
◇小児慢性特定疾患医療受給券（有効期間が平成25年
10月1日からのもの）
■提出期限　10月31日㈭
問い合わせ　子育て支援課　☎(50)1257

　

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
1
月
1

日
を
賦
課
期
日
と
し
て
納
め
る
市

税
で
す
。

　

年
の
途
中
で
家
屋
を
取
り
壊
し

た
場
合
に
は
、
そ
の
年
度
分
の
固

定
資
産
税
額
の
変
更
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
届
け
出
が
な
い
と
翌
年
度

以
降
の
固
定
資
産
税
が
適
正
に
課

税
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

家
屋
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
取

り
壊
し
た
と
き
は
、
税
務
課
へ
連

絡
く
だ
さ
い
。

家
屋
滅
失
届
の
お
願
い

家
屋
を
取
り
壊
し
た
ら
届
け
出
を

　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
対
象

と
な
ら
な
い
難
聴
児
の
言
語
の
習

得
と
、
社
会
性
の
発
達
を
支
援
す

る
た
め
、
補
聴
器
の
購
入
費
を
助

成
し
ま
す
。

　

助
成
額
は
、
難
聴
の
程
度
や
補

聴
器
の
形
式
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

基
準
額
の
3
分
の
2
と
な
り
ま

す
。

■
対
象

　

次
の
全
て
の
条
件
を
満
た
す
人

◇
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
18
歳
未

満
で
あ
る
こ
と

◇
両
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が
30
デ
シ

ベ
ル
以
上
70
デ
シ
ベ
ル
未
満
で
、

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
の
対
象

と
な
ら
な
い
こ
と

※
30
デ
シ
ベ
ル
未
満
で
あ
っ
て
も

医
師
が
必
要
を
認
め
た
場
合
は
可

◇
補
聴
器
の
装
用
に
よ
り
、
言
語

の
習
得
な
ど
に
効
果
が
期
待
で
き

る
と
医
師
が
判
断
す
る
こ
と

◇
対
象
児
の
世
帯
に
市
民
税
の
所

得
割
額
46
万
円
以
上
の
人
が
い
な

い
こ
と

問
い
合
わ
せ

社
会
福
祉
課 

☎
(50)
1
2
5
2

健康保険で施術が受けられない場合
（保険証が使えないもの）
　次のような施術は健康保険の対象とならないため、
全額自己負担となります。十分注意して利用しましょ
う。
○ 単なる（疲労性・慢性的な要因からくる）肩こりや
筋肉疲労
○ 病気（神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニ
アなど）が原因の痛みやこり
○ 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられな
い長期の施術
○病院や診療所などで同じ負傷などを治療中のもの
○労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷
問い合わせ
市民課　☎(50)1228

上手なつきあい方との整骨院・接骨院

柔道整復師にかかるとき ❷

　

市
で
は
「
開
か
れ
た
教
育
委
員

会
」
を
目
指
し
、
移
動
教
育
委
員

会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
各
小
中

学
校
な
ど
に
教
育
委
員
が
直
接
訪

問
し
、
授
業
参
観
や
児
童
生
徒
、

教
職
員
と
の
交
流
を
通
じ
て
、
市

民
の
皆
さ
ん
の
声
を
教
育
行
政
に

生
か
せ
る
よ
う
努
め
て
い
ま
す
。

　

教
育
委
員
会
の
定
例
会
議
は
、

原
則
毎
月
1
回
（
第
4
木
曜
日
）

開
催
し
、
必
要
に
応
じ
て
臨
時
会

議
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
会
議
は

簡
単
な
手
続
き
で
、
ど
な
た
で
も

傍
聴
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
移
動
教
育
委
員
会
な
ど

に
よ
り
日
時
、
場
所
を
変
更
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
日
時　

毎
月
第
4
木
曜
日　

14

時
〜 教

育
委
員
会
議
を

傍
聴
し
ま
せ
ん
か

　

40
歳
以
上
の
国
民
健
康
保
険
お

よ
び
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険

者
を
対
象
に
、
短
期
人
間
ド
ッ
ク

の
助
成
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

進
ん
で
受
検
し
、
健
康
管
理
と
生

活
習
慣
の
点
検
に
お
役
立
て
く
だ

さ
い
。

■
対
象

　

次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
人

国
民
健
康
保
険
加
入
者

◇
満
40
歳
以
上
で
1
年
以
上
香
取

市
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
人

◇
納
期
が
来
て
い
る
国
民
健
康
保

険
税
を
完
納
し
て
い
る
世
帯
に
属

し
て
い
る
こ
と

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者

◇
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
後
期
高

短
期
人
間
ド
ッ
ク
を
助
成

受
検
前
に
申
請
を

齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る

人◇
納
期
が
来
て
い
る
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
を
完
納
し
て
い
る
こ

と■
検
査
区
分

　

人
間
ド
ッ
ク
、
脳
ド
ッ
ク
ま
た

は
そ
の
併
用

■
助
成
金
額

 

2
万
円
を
上
限
と
し
、
検
査
費

用
の
7
割
を
助
成
（
助
成
は
年
度

内
に
1
回
）

■
申
請
方
法

　

事
前
に
申
し
込
み
が
必
要
で

す
。医
療
機
関
と
受
検
日
を
決
め
、

受
検
す
る
2
週
間
前
ま
で
に
、
必

ず
市
民
課
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ

い
。
受
検
後
の
申
し
込
み
は
で
き

ま
せ
ん
の
で
注
意
く
だ
さ
い
。
な

お
、
特
定
健
診
と
の
重
複
受
検
は

遠
慮
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

市
民
課　
　
　
　

☎
(50)
1
2
2
8

問
い
合
わ
せ

税
務
課 

☎
(50)
1
2
2
3

補聴器補聴器の購入費をの購入費を助成助成
軽度・軽度・
中等度難聴児中等度難聴児

■
場
所　

市
役
所
5
階
5
0
4
会

議
室

問
い
合
わ
せ

教
育
総
務
課 

☎
(50)
1
2
2
0
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